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著
作
権
の
行
使
と
支
配
的
地
位
の
濫
用

（
E
E
C
条
約
八
六
条
）

　
　
　
1
ζ
鍔
≡
事
件
判
決
の
意
義
1

一
　
は
じ
め
に

長
　
塚

真
　
琴

　
近
年
E
C
第
一
審
裁
判
所
に
お
い
て
、
加
盟
国
国
内
法
上
の
著
作
権
の

行
使
が
、
E
E
C
条
約
八
六
条
に
い
う
支
配
的
地
位
の
濫
用
に
該
当
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
〕

と
の
判
決
（
ζ
品
…
判
決
）
が
な
さ
れ
た
。
ζ
晶
≡
判
決
は
E
E
C
条

約
八
六
条
に
い
う
支
配
的
地
位
の
濫
用
と
知
的
財
産
権
の
行
使
を
め
ぐ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
〕

最
新
の
基
本
判
例
と
さ
れ
る
。
現
在
で
は
判
決
・
か
ら
数
年
が
経
過
し
、
E

C
域
内
の
論
者
か
ら
様
々
な
評
釈
が
出
さ
れ
、
種
々
の
議
論
が
な
さ
れ
る

に
至
っ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
ζ
鍔
…
判
決
を
手
掛
か
り
に
し
て
、

著
作
権
の
行
使
と
E
E
C
条
約
八
六
条
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る

こ
と
と
し
、
さ
ら
に
、
日
本
の
独
禁
法
解
釈
に
つ
い
て
、
こ
の
判
決
か
ら

ど
の
よ
う
な
示
唆
が
得
ら
れ
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

一
一
竃
晶
…
事
件
の
概
要

　
1
、
事
実

　
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
お
よ
ぴ
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
多
く
の
家
庭
で
は
、
最
低

で
も
六
の
テ
レ
ビ
チ
ャ
ン
ネ
ル
の
受
信
が
可
能
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
う

ち
困
吋
o
－
と
吋
O
O
N
は
英
国
の
放
送
局
B
B
C
に
よ
り
放
送
さ
れ
て
い

た
。
口
く
と
O
ゴ
昌
冨
；
は
、
英
国
会
社
訴
外
－
己
毫
昌
箒
鼻
宰
o
邑
－

S
ω
9
目
o
q
＞
仁
亭
昌
一
q
（
I
B
A
）
の
系
列
下
に
あ
る
放
送
局
に
よ
っ
て

放
送
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
カ
↓
向
－
と
宛
↓
向
N
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
放

送
局
R
T
E
に
よ
り
放
送
さ
れ
て
い
た
。
B
B
C
と
1
B
A
の
二
社
は
英

国
に
お
け
る
テ
レ
ピ
の
国
営
放
送
を
独
占
し
て
お
り
、
R
T
E
は
ア
イ
ル

ラ
ン
ド
に
お
い
て
テ
レ
ピ
の
国
営
放
送
を
独
占
し
て
い
た
。

　
各
チ
ャ
ン
ネ
ル
の
放
送
番
組
は
、
い
ず
れ
も
放
送
の
約
二
週
閻
前
に
決

定
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
B
B
C
は
一
〇
〇
％
子
会
社
の
出
版
社
（
こ

の
出
版
社
は
八
六
条
の
適
用
上
B
B
C
本
体
と
あ
わ
せ
て
単
一
の
企
業
体

と
み
な
さ
れ
た
。
以
下
総
称
的
に
B
B
C
と
い
う
）
を
通
じ
、
｝
巾
o
い

と
団
｝
O
N
の
週
間
番
組
表
を
収
録
し
た
週
刊
誌
寄
昌
O
－
ヨ
窃
を
発
行

し
て
い
た
。
同
様
の
週
刊
誌
が
、
；
く
と
O
ぎ
…
o
；
に
つ
い
て
は
I

B
A
関
連
の
出
版
社
I
T
P
を
通
じ
て
発
行
さ
れ
、
宛
↓
向
－
と
宛
↓
向
N

に
つ
い
て
は
R
T
E
自
ら
に
よ
り
発
行
さ
れ
た
。

　
B
B
C
，
1
T
P
，
R
T
E
の
三
社
は
い
ず
れ
も
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
お

よ
び
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
お
い
て
、
日
刊
ま
た
は
週
刊
の
新
闘
や
雑
誌
に

対
し
て
週
間
番
組
表
を
無
償
で
提
供
し
、
以
下
の
条
件
を
遵
守
さ
せ
た
上

で
、
そ
の
複
製
ラ
イ
セ
ン
ス
を
無
償
で
与
え
て
い
た
。
そ
の
条
件
と
は
、

日
刊
の
新
聞
は
番
組
表
を
一
日
分
（
週
末
や
祝
日
に
は
二
日
分
）
．
ご
と
に

掲
載
す
る
こ
と
、
週
刊
の
新
聞
や
雑
誌
は
番
組
の
全
て
で
は
な
く
ハ
イ
ラ

イ
ト
の
み
を
掲
載
す
る
こ
と
、
で
あ
っ
た
。
こ
の
条
件
に
従
わ
な
い
者
に

は
週
闇
番
組
表
の
複
製
ラ
イ
セ
ン
ス
が
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
と
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
は
、
全
て
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
の
週
間

番
組
表
を
掲
載
し
た
総
合
テ
レ
ピ
情
報
誌
が
存
在
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
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一
方
で
三
社
は
、
他
の
加
盟
国
で
は
週
間
番
組
表
の
出
版
を
無
償
で
許
諾

し
て
い
た
。

　
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
出
版
社
…
品
≡
は
、
一
九
八
五
年
五
月
・
か
ら
総
合

テ
レ
ピ
情
報
誌
…
品
≡
↓
＜
o
巨
忌
を
発
行
し
て
い
た
。
同
誌
に
は
一

九
八
六
年
五
月
二
八
日
号
以
降
、
｝
｝
O
－
巾
団
O
ド
胃
く
一
〇
ぎ
；
o
；
一

カ
↓
向
ポ
宛
↓
向
M
の
六
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
含
む
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
全
て
の

テ
レ
ビ
チ
十
ン
ネ
ル
の
週
間
番
組
表
が
掲
載
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
三

社
は
著
作
権
に
基
づ
い
て
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
裁
判
所
に
仮
の
差
止
命
令

（
ま
8
ユ
冒
亘
…
o
饒
昌
）
を
申
請
し
、
ζ
品
…
は
差
止
命
令
に
従
っ
て

当
該
雑
誌
の
出
版
を
停
止
し
た
。
そ
の
後
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
高
等
法
院
は
、

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
著
作
権
法
の
下
で
、
週
間
番
組
表
に
対
し
三
社
が
著
作

権
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
る
判
決
を
一
九
八
九
年
七
月
二
六
日
に
言

　
　
＾
ヨ
〕

い
渡
し
た
。
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
、
週
間
番
組
表
に
著
作
権
が
あ
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

と
は
、
裁
判
所
に
よ
り
す
で
に
認
め
ら
れ
て
い
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
一
九
八
六
年
五
月
二
八
日
号
の
出
版
に
踏
み
切
る
前
に
、

ζ
潟
…
は
三
社
に
対
し
て
そ
れ
ぞ
れ
週
間
番
組
表
出
版
の
ラ
イ
セ
ン
ス

を
求
め
、
拒
絶
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
ζ
農
…
は
同
年
四
月
四
日
に
、

E
C
委
員
会
に
対
し
、
三
社
の
ラ
イ
セ
ン
ス
拒
絶
は
E
E
C
条
約
八
六
条

に
い
う
支
配
的
地
位
の
濫
用
に
あ
た
る
旨
申
し
立
て
た
。
委
員
会
は
一
九

八
八
年
二
亘
二
一
日
の
決
定
で
、
こ
の
申
立
を
受
け
入
れ
て
三
社
の
八

六
条
違
反
を
認
め
、
三
社
に
対
し
、
週
間
番
組
表
を
三
社
間
で
相
互
に
か

つ
第
三
者
に
対
し
て
、
要
求
に
応
じ
差
別
的
で
な
い
条
件
の
下
で
複
製
許

　
　
　
　
　
　
　
＾
5
〕

諾
す
る
よ
う
命
令
し
た
。
そ
の
理
由
は
お
お
む
ね
以
下
の
と
お
り
で
あ
っ

た
。
す
な
わ
ち
、

　
（
一
）
　
地
理
的
関
連
市
場
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
及
ぴ
北
ア
イ
ル
ヲ
ン
ド
で

あ
り
、
関
連
商
品
は
、
三
社
が
各
自
事
前
に
作
成
す
る
週
間
番
組
表
、
お

よ
ぴ
そ
れ
が
掲
載
さ
れ
る
テ
レ
ビ
情
報
誌
で
あ
る
。

　
（
二
）
　
各
関
連
市
場
で
は
、
三
社
に
よ
る
事
実
上
の
独
占
が
み
ら
れ
、

テ
レ
ピ
情
報
誌
を
出
版
し
よ
う
と
す
る
第
三
者
は
三
社
に
対
し
て
経
済
的

に
従
属
的
な
状
態
に
お
か
れ
て
い
る
。
そ
の
上
、
三
社
が
週
間
番
組
リ
ス

ト
に
対
し
著
作
権
を
主
張
す
る
こ
と
に
よ
り
独
占
は
法
律
上
の
独
占
へ
と

強
化
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
三
社
は
各
自
の
関
連
市
場
に
お
い
て
支
配

的
地
位
を
有
す
る
。

　
（
三
）
　
三
社
は
、
総
合
テ
レ
ビ
情
報
誌
と
い
う
消
費
者
の
潜
在
的
需
要

の
あ
る
新
た
な
商
品
を
市
場
へ
導
入
す
る
こ
と
を
妨
げ
て
お
り
、
E
E
C

条
約
八
六
条
（
b
）
号
の
意
味
で
支
配
的
地
位
を
濫
用
し
て
い
る
。

　
（
四
）
　
三
社
は
著
作
権
を
、
濫
用
行
為
の
手
段
と
し
て
、
知
的
財
産
権

の
固
有
の
目
的
の
範
囲
を
逸
脱
す
る
方
法
で
用
い
て
い
る
。

　
（
五
）
　
三
社
の
濫
用
行
為
は
、
加
盟
国
問
の
取
引
に
影
響
を
与
え
て
い

る
。

　
B
B
C
，
I
T
P
，
R
T
E
の
三
社
は
そ
れ
ぞ
れ
委
員
会
を
相
手
取
り
、

こ
の
決
定
の
無
効
の
宣
言
を
求
め
て
E
C
裁
判
所
に
提
訴
し
た
が
、
い
ず

れ
の
裁
判
も
第
一
審
裁
判
所
に
移
送
さ
れ
た
。
三
つ
の
裁
判
は
競
合
す
る

訴
訟
（
o
昌
昌
胃
彗
↓
害
二
昌
）
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。

　
2
、
判
旨

　
第
一
審
裁
判
所
の
判
決
は
、
結
論
と
し
て
委
員
会
決
定
を
支
持
す
る
も

の
で
あ
っ
た
。
三
つ
と
も
ほ
ぼ
同
様
の
内
容
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
B

B
C
に
対
す
る
判
決
（
B
B
C
判
決
）
を
紹
介
し
、
以
下
で
も
こ
の
判
決

を
検
討
の
対
象
と
す
る
。
判
決
に
は
、
E
E
C
条
約
と
著
作
権
の
保
護
に

関
す
る
ベ
ル
ヌ
条
約
と
の
関
係
の
闇
題
な
ど
多
様
な
争
点
に
対
す
る
判
断
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が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
本
稿
の
課
題
に
即
し
て
、
E
E
C
条
約

八
六
条
違
反
の
点
に
限
定
し
て
紹
介
す
る
。

　
八
六
条
の
規
制
を
発
動
す
る
た
め
に
は
、
（
一
）
B
B
C
が
市
場
支
配

的
地
位
に
あ
る
こ
と
、
（
二
）
そ
の
地
位
を
濫
用
し
た
こ
と
、
お
よ
び

（
三
）
加
盟
国
間
の
取
引
が
こ
の
濫
用
行
為
に
よ
り
影
響
を
受
け
た
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
〕

の
三
つ
の
要
件
が
存
在
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
B
B
C
判
決
に
お
い

て
は
（
一
）
三
（
三
）
の
全
て
が
当
事
者
間
で
争
わ
れ
た
が
、
こ
こ
で
は

（
一
）
と
（
三
）
に
つ
い
て
は
判
旨
に
簡
単
に
触
れ
る
に
と
ど
め
る
。

　
B
B
C
判
決
は
関
連
商
品
に
つ
い
て
委
員
会
の
判
断
を
支
持
し
、
B
B

C
は
自
ら
の
週
間
番
組
表
、
お
よ
ぴ
そ
托
が
掲
載
さ
れ
る
テ
レ
ビ
情
報
誌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛
－
x
目
〕

の
市
場
に
お
い
て
、
市
場
支
配
的
地
位
に
あ
る
と
し
た
。
そ
の
上
で
、
以

下
の
よ
う
に
濫
用
行
為
の
存
在
を
認
め
た
。
第
一
審
裁
判
所
自
身
に
よ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
o
〕

判
決
の
要
約
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
「
（
A
）
条
約
〔
E
E
C
条
約
－
筆
者
註
〕
の
体
系
の
中
で
、
三
六
条

〔
商
品
の
自
由
移
動
の
原
則
と
、
知
的
財
産
権
の
保
護
と
の
関
係
を
定
め

る
。
規
定
内
容
に
つ
い
て
は
後
述
－
筆
者
註
〕
が
工
業
お
よ
ぴ
商
業
的
所

有
権
を
保
護
し
よ
う
と
す
る
範
囲
を
決
定
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
同
条
は

E
E
C
条
約
二
条
お
よ
び
三
条
に
規
定
さ
れ
る
共
同
体
の
目
的
お
よ
び
活

動
に
照
ら
し
て
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
当
該
範
囲
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
〕

評
価
に
あ
た
っ
て
は
、
三
条
（
f
）
項
で
言
及
さ
れ
、
と
り
わ
け
条
約
八

五
条
お
よ
び
八
六
条
の
禁
止
規
定
の
形
を
と
る
と
こ
ろ
の
、
共
同
体
内
に

自
由
競
争
の
シ
ス
テ
ム
を
確
立
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
、
特
に
考
慮
し
な

け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
」

　
「
（
B
）
著
作
権
の
固
有
の
目
的
の
保
護
と
は
、
原
則
と
し
て
、
著
作
権

者
に
被
保
護
著
作
物
の
複
製
に
関
す
る
排
他
権
を
付
与
す
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
こ
と
が
条
約
の
諸
規
定
に
よ
り
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
は
な

く
、
そ
の
排
他
権
の
行
使
そ
れ
自
体
が
濫
用
と
な
る
も
の
で
は
な
い
。
し

か
し
、
個
々
の
事
例
の
詳
細
な
事
実
関
係
に
照
ら
し
て
、
実
際
に
は
権
利

が
八
六
条
の
目
的
に
明
白
に
反
す
る
よ
う
な
方
法
で
行
使
さ
れ
た
こ
と
が

明
ら
か
で
あ
る
場
合
に
は
、
以
上
の
こ
と
は
当
て
は
ま
ら
な
い
。
こ
の
場

合
に
は
、
著
作
権
は
も
は
や
、
三
六
条
の
意
味
に
お
け
る
そ
の
本
質
的
機

能
に
沿
っ
て
行
使
さ
れ
た
と
は
い
え
な
い
。
そ
の
本
質
的
機
能
と
は
、
と

り
わ
け
八
六
条
の
目
的
を
尊
重
し
つ
つ
、
著
作
物
の
著
作
者
人
格
権
を
保

護
し
、
創
作
的
努
力
に
対
す
る
報
酬
を
確
保
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
（
C
）
本
件
は
、
テ
レ
ピ
放
送
会
社
が
、
自
己
の
週
間
番
組
表
に
対
す

る
国
内
法
上
の
著
作
権
を
、
週
間
番
組
表
の
出
版
に
関
す
る
排
他
権
を
守

る
た
め
に
用
い
た
事
例
で
あ
る
。
当
該
テ
レ
ビ
会
社
は
こ
れ
に
よ
り
、
テ

レ
ピ
雑
誌
と
い
う
自
己
が
独
占
を
享
受
し
て
い
る
付
属
的
市
場
に
、
テ
レ

ビ
視
聴
者
に
と
っ
て
受
信
可
能
な
全
て
の
放
送
局
の
番
組
を
掲
載
し
た
、

消
費
者
の
潜
在
的
需
要
の
あ
る
新
製
品
が
出
現
す
る
こ
と
を
妨
げ
て
い

る
。
」

　
第
一
審
裁
判
所
は
、
こ
の
よ
う
な
理
由
に
基
づ
い
て
B
B
C
に
よ
る
支

配
的
地
位
の
濫
用
行
為
の
存
在
を
肯
定
し
た
。
そ
し
て
、
当
該
行
為
が
イ

ギ
リ
ス
と
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
お
け
る
テ
レ
ビ
雑
誌
市
場
の
競
争
構
造
に
変

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
1
〕

更
を
加
え
、
両
国
間
の
取
引
の
流
れ
に
潜
在
的
な
影
響
を
与
え
た
と
し
た
。

三
　
…
品
旨
判
決
の
意
義

　
ζ
儂
…
事
件
は
、
第
一
審
裁
判
所
（
一
九
八
九
年
に
創
設
）
が
扱
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
屹
〕

た
著
作
権
に
関
す
る
最
初
の
事
件
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
ζ
品
；
判

決
は
、
加
盟
国
国
内
法
上
の
知
的
財
産
権
の
行
使
が
E
E
C
条
約
八
六
条
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＾
咀
）

（
b
）
項
違
反
を
引
き
起
こ
す
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
最
初
の
判
決
で
あ
る
。

判
決
中
に
は
、
ζ
品
…
事
件
に
お
け
る
著
作
権
濫
用
に
つ
い
て
の
委
員

会
の
考
え
方
は
、
本
件
と
は
違
う
事
案
、
た
と
え
ば
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
．
ソ

フ
ト
ウ
ェ
ア
の
領
域
に
も
あ
て
は
ま
る
と
い
う
委
員
会
自
身
の
見
解
が
述

　
　
　
　
（
H
〕

ぺ
ら
れ
て
い
る
。
委
員
会
決
定
の
結
論
が
、
B
B
C
，
1
T
P
，
R
T
E

の
三
社
に
、
い
わ
ゆ
る
強
制
ラ
イ
セ
ン
ス
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
っ
た
た

め
、
そ
れ
を
支
持
し
た
ζ
鍔
三
判
決
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
業
界
に
波
紋

　
　
　
　
＾
帖
〕

を
投
げ
か
け
た
。
な
お
、
I
T
P
と
R
T
E
は
、
第
一
審
裁
判
所
判
決
の

破
棄
と
委
員
会
決
定
の
取
消
を
求
め
て
、
E
C
裁
判
所
に
上
訴
し
た
。
　
。

　
こ
こ
で
は
、
E
C
域
内
の
論
者
に
よ
る
判
決
（
以
下
、
単
に
判
決
と
い

う
と
き
は
ζ
潟
≡
判
決
を
指
す
）
の
評
価
を
紹
介
し
、
判
決
の
射
程
に

つ
き
検
討
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
。

　
1
、
判
決
の
評
価

　
判
決
の
評
価
は
、
様
々
な
点
に
つ
い
て
示
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
、

判
決
の
総
論
的
部
分
（
前
述
判
旨
の
（
A
）
・
（
B
）
）
に
対
す
る
も
の
と
、

各
論
的
部
分
（
同
（
C
）
）
に
対
す
る
も
の
と
に
分
け
て
、
前
者
の
方
か

ら
紹
介
す
る
。

　
判
決
の
総
論
的
部
分
に
対
し
て
は
、
ま
ず
、
著
作
権
の
「
本
質
的
機

能
」
の
う
ち
に
著
作
者
人
格
権
が
含
ま
れ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
冊
〕

歓
迎
の
意
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
し
・
か
し
、
著
作
権
の
経
済
的
側
面
に
関
し
て
は
、
「
B
B
C
が
要
求
し

た
保
護
が
著
作
者
の
権
利
の
固
有
の
目
的
を
超
え
る
と
い
う
こ
と
は
明
白

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
π
〕

で
な
い
」
と
い
う
批
判
が
な
さ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
の
E
C
裁
判
所
の
判
例

に
照
ら
せ
ぱ
、
排
他
権
を
行
使
し
て
複
製
許
諾
を
拒
否
し
、
保
護
さ
れ
る

著
作
物
を
自
ら
流
通
に
置
く
こ
と
は
、
著
作
権
の
固
有
の
目
的
（
言
い
換

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
岨
〕

え
れ
ば
本
質
的
機
能
）
を
構
成
す
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、

ζ
品
旨
判
決
に
お
い
て
第
一
審
裁
判
所
の
と
っ
た
態
度
は
、
排
他
権
を

強
制
ラ
イ
セ
ン
ス
の
制
度
に
置
き
換
え
る
こ
と
に
通
じ
、
適
当
で
な
い
と

　
＾
岨
〕い

う
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
よ
う
に
著
作
権
が
排
他
性
を
失
い
、
対
価
徴
収

権
へ
と
変
質
し
て
し
ま
う
と
、
著
作
者
と
著
作
物
利
用
者
闇
の
交
渉
に
お

い
て
著
作
者
が
不
利
と
な
り
、
対
価
徴
収
は
結
局
不
十
分
に
な
っ
て
し
ま

　
　
　
　
　
＾
㎜
〕

う
か
ら
だ
と
い
う
。

　
批
判
者
は
ま
た
、
判
決
の
よ
う
に
、
著
作
権
の
「
本
質
的
機
能
」
が
、

E
E
C
条
約
が
追
求
す
る
目
的
を
尊
重
し
て
定
め
ら
れ
る
と
い
う
の
は
逆

説
的
か
つ
不
正
確
で
あ
り
、
E
C
裁
判
所
の
判
例
で
は
、
む
し
ろ
逆
に
、

著
作
権
や
他
の
知
的
財
産
権
の
「
本
質
的
機
能
」
の
尊
重
が
E
E
C
条
約

の
規
定
に
優
先
し
て
き
た
の
で
あ
り
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
知
的
財
産
権
の

「
本
質
的
機
能
」
と
い
う
観
念
の
有
用
性
（
E
…
ε
は
な
く
な
っ
て
し

　
　
　
　
（
別
〕

ま
う
と
い
・
λ

　
こ
れ
に
対
し
、
判
決
を
支
持
す
る
立
場
か
ら
は
、
以
下
の
よ
う
に
反
論

さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
知
的
財
産
権
の
「
固
有
の
目
的
」
と
い
う
考
え
方

は
、
E
C
裁
判
所
の
初
期
の
判
例
に
よ
り
打
ち
出
さ
れ
た
、
知
的
財
産
権

の
「
存
在
と
行
使
」
の
理
論
か
ら
発
展
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
が
、
「
存

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
”
〕

在
と
行
使
」
の
理
論
の
出
発
点
に
は
疑
問
が
あ
る
と
い
う
。

　
「
存
在
と
行
使
」
の
理
論
は
、
E
E
C
条
約
二
二
二
条
が
、
「
こ
の
条
約

は
、
財
産
所
有
権
の
制
度
に
関
す
る
加
盟
国
法
規
に
何
ら
影
響
を
及
ぽ
さ

　
　
　
　
　
　
＾
鴉
）

な
い
も
の
と
す
る
」
と
定
め
て
い
る
こ
と
に
由
来
す
る
。
E
C
裁
判
所
は

こ
れ
を
も
と
に
、
E
E
C
条
約
は
各
加
盟
国
法
に
よ
る
知
的
財
産
権
の
存

在
に
影
響
を
及
ぽ
す
の
で
は
な
く
、
そ
の
権
利
の
行
使
を
制
限
ま
た
は
禁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
別
〕

止
す
る
と
解
釈
し
て
き
た
。
し
か
し
、
判
決
の
支
時
者
に
よ
れ
ば
、
E
E
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C
条
約
二
二
二
条
は
、
立
法
過
程
上
E
C
S
C
条
約
八
三
条
の
規
定
か
ら

派
生
し
、
同
条
と
同
じ
意
味
を
持
つ
も
の
だ
と
い
う
。
こ
の
E
C
S
C
条

約
八
三
条
は
知
的
財
産
権
制
度
と
は
何
の
関
係
も
な
く
、
同
条
約
の
意
味

に
お
け
る
企
業
が
公
有
か
私
有
か
を
自
由
に
決
定
す
る
こ
と
を
加
盟
国
に

留
保
す
る
た
め
の
規
定
で
あ
る
。
従
っ
て
、
二
二
二
条
は
、
ま
た
他
の
い

か
な
る
E
E
C
条
約
の
規
定
も
、
「
存
在
と
行
使
」
の
理
論
の
根
拠
と
は

　
　
　
　
　
　
＾
拓
〕

な
り
え
な
い
と
い
う
。

　
判
決
支
持
者
の
見
解
に
よ
れ
ぱ
、
E
C
裁
判
所
は
そ
の
後
、
主
に
商
品

の
自
由
移
動
の
分
野
で
、
E
E
C
条
約
三
六
条
を
根
拠
と
し
て
、
「
存
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
躬
〕

と
行
使
」
の
理
論
を
発
展
さ
せ
て
き
た
と
い
う
。
E
E
C
条
約
三
六
条
は
、

「
〔
商
晶
の
自
由
移
動
の
原
則
に
関
す
る
E
E
C
条
約
の
　
　
筆
者
註
〕
第

三
〇
条
な
い
し
第
三
四
条
の
規
定
は
、
〔
中
略
〕
工
業
お
よ
ぴ
商
業
的
財

産
権
の
保
護
を
理
由
と
し
て
正
当
化
さ
れ
る
禁
止
ま
た
は
制
限
を
排
除
し

な
い
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
か
か
る
禁
止
も
し
く
は
制
限
は
、
次
心
意
的

な
差
別
手
段
ま
た
は
加
盟
国
の
通
商
に
対
す
る
偽
装
的
制
限
で
あ
っ
て
は

　
　
　
＾
〃
〕

な
ら
な
い
。
」
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
規
定
を
手
掛
か
り
に
、
事
例
に

応
じ
て
「
存
在
」
と
「
行
使
」
の
境
界
線
を
引
く
試
み
の
中
か
ら
、
裁
判

所
は
「
固
有
の
目
的
」
と
い
う
概
念
を
派
生
さ
せ
た
の
だ
と
さ
れ
、
「
固

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
別
〕

有
の
目
的
」
は
、
お
お
む
ね
権
利
の
「
存
在
」
に
該
当
す
る
と
さ
れ
る
。

理
論
的
に
は
、
権
利
の
存
在
と
行
使
と
の
間
に
境
界
線
を
引
く
こ
と
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
加
）

極
端
な
場
合
を
除
い
て
は
不
可
能
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
当
時
は

た
ま
た
ま
、
知
的
財
産
権
を
利
用
し
た
市
場
分
割
の
よ
う
な
単
純
な
事
例

に
つ
い
て
、
権
利
の
「
行
使
」
と
し
て
三
〇
条
違
反
の
認
定
が
な
さ
れ
る

こ
と
が
続
い
た
。
し
か
し
、
次
第
に
、
特
に
八
六
条
事
件
に
お
い
て
、
境

界
を
引
く
こ
と
の
困
難
さ
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
と
い
う
。
そ
し
て
つ

い
に
、
後
述
の
く
o
～
o
事
件
に
お
い
て
E
C
裁
判
所
は
「
存
在
と
行
使
」

の
理
論
の
限
界
を
認
め
、
「
固
有
の
目
的
」
（
同
事
件
の
場
合
、
自
動
車
部

晶
の
製
造
・
販
売
に
関
す
る
排
他
権
）
の
範
囲
内
で
あ
づ
て
も
状
況
に
よ

っ
て
は
八
六
条
違
反
に
な
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
示
し
た
と
い
う
の
で

　
＾
㎜
〕

あ
る
。

　
以
上
に
紹
介
し
た
判
決
支
持
者
の
考
え
方
は
、
ま
さ
に
、
知
的
財
産
権

の
「
固
有
の
目
的
」
と
い
う
観
念
の
有
用
性
を
疑
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ

で
は
法
的
安
定
性
を
欠
く
の
で
は
な
い
か
と
い
う
予
想
さ
れ
る
反
論
に
対

し
て
は
、
「
固
有
の
目
的
」
を
用
い
る
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
八
六
条
の
分
野

で
は
今
ま
で
も
法
的
安
定
性
を
保
障
し
て
き
た
わ
け
で
は
な
く
、
支
配
的

企
業
に
よ
る
知
的
財
産
権
の
ラ
イ
セ
ン
ス
拒
否
が
ど
の
よ
う
な
場
合
に
濫

用
を
構
成
す
る
か
は
、
い
ず
れ
判
例
の
積
み
重
ね
に
よ
り
明
ら
か
に
な
っ

て
い
く
だ
ろ
う
と
い
う
再
反
論
が
な
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
判
決
の
よ
う
な

「
状
況
に
応
じ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
」
は
、
支
配
的
企
業
に
よ
る
ラ
イ
セ
ン
ス

拒
否
は
原
則
違
法
だ
と
い
う
過
激
な
主
張
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
皿
〕

い
ま
ま
で
の
E
C
裁
判
所
の
判
例
と
も
調
和
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

　
一
方
、
判
決
の
各
論
的
部
分
で
、
「
個
々
の
事
例
の
詳
細
な
事
実
関
係

に
照
ら
し
て
」
具
体
的
に
、
ど
の
点
が
八
六
条
違
反
で
あ
る
か
を
判
断
す

る
に
あ
た
っ
て
、
第
一
審
裁
判
所
は
、
一
九
八
八
年
一
〇
月
五
日
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
壼
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
彗

＜
o
～
o
事
件
E
C
裁
判
所
判
決
の
基
準
に
従
ウ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
以

下
、
判
旨
の
補
足
説
明
を
す
る
。

　
＜
o
～
o
判
決
で
は
、
自
動
車
の
修
理
用
部
品
の
デ
ザ
イ
ン
に
つ
き
、

英
国
法
上
の
知
的
財
産
権
を
有
す
る
者
（
く
o
～
o
）
が
、
英
国
の
自
動
車

部
晶
販
売
会
社
く
昌
o
q
に
対
し
、
部
品
の
製
造
と
輸
入
の
ラ
イ
セ
ン
ス

を
拒
絶
し
た
こ
と
が
、
E
E
C
条
約
八
六
条
違
反
を
構
成
す
る
か
ど
う
か
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＾
躰
〕

が
判
断
さ
れ
た
。
そ
の
判
決
理
由
で
、
E
C
裁
判
所
は
「
当
該
部
品
の
製

造
・
販
売
お
よ
び
輸
入
に
関
し
て
排
他
権
を
行
使
す
る
こ
と
は
、
当
該
知

的
財
産
権
の
固
有
の
目
的
を
ま
さ
に
構
成
す
る
の
で
、
権
利
者
が
第
三
者

に
ラ
イ
セ
ン
ス
を
拒
絶
し
て
も
、
そ
の
こ
と
自
体
が
濫
用
行
為
と
な
る
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
訓
〕

け
で
は
な
い
」
と
判
示
し
た
。
し
か
し
そ
の
直
後
に
「
市
場
支
配
的
地
位

に
あ
る
自
動
車
製
造
業
者
が
、
（
一
）
独
立
の
修
理
業
者
に
対
し
て
次
心
意

的
に
部
晶
の
供
給
を
拒
否
す
る
こ
と
、
（
二
）
部
晶
の
価
格
を
不
公
正
な

水
準
に
固
定
す
る
こ
と
、
（
三
）
そ
の
モ
デ
ル
の
自
動
車
が
い
ま
だ
に
流

通
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
の
モ
デ
ル
の
部
晶
を
今
後
製
造
し

な
い
こ
と
を
決
定
す
る
こ
と
、
と
い
っ
た
濫
用
的
な
行
動
を
と
り
、
そ
れ

が
加
盟
国
間
の
取
引
に
影
響
を
与
え
る
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
行
動
は
八
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
珊
〕

条
に
よ
り
禁
止
さ
れ
る
」
と
判
示
し
た
。
も
ウ
と
も
く
O
写
O
判
決
で
は
、

（
一
）
｛
（
三
）
の
事
実
は
な
い
と
さ
れ
、
濫
用
行
為
の
存
在
は
否
定
さ

　
　
　
＾
帥
〕

れ
て
い
る
。

　
B
B
C
判
決
に
よ
れ
ば
、
…
品
≡
に
対
す
る
B
B
C
の
行
為
は
、

く
o
～
o
判
決
で
掲
げ
ら
れ
た
濫
用
行
為
の
（
一
）
と
（
三
）
に
類
似
す

　
　
　
＾
舶
〕

る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
「
B
B
C
の
主
た
る
事
業
活
動
か
ら
派
生
す
る
出

版
の
市
場
で
、
独
立
に
事
業
活
動
を
し
て
い
る
ζ
品
…
に
対
し
て
、
窓

意
的
に
出
版
の
許
諾
を
拒
否
す
る
こ
と
が
（
一
）
に
類
似
し
、
消
費
者
の

需
要
が
あ
る
こ
と
を
考
慮
せ
ず
新
製
品
の
導
入
を
妨
げ
る
こ
と
が
（
三
）

に
類
似
す
る
」
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
点
で
、
「
B
B
C
の
行
為
の
目
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
鴉
〕

は
、
八
六
条
の
目
的
と
は
明
ら
か
に
相
容
れ
な
い
」
と
さ
れ
た
。

　
こ
の
各
論
的
部
分
に
対
し
て
は
、
B
B
C
の
行
動
の
「
窓
意
的
」
な
性

格
に
つ
い
て
判
決
が
述
べ
て
い
る
こ
と
は
、
十
分
に
説
得
的
で
あ
る
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
仙
〕

い
え
な
い
と
い
う
批
判
が
な
さ
れ
る
。
く
o
～
o
事
件
で
述
べ
ら
れ
た
こ

と
と
、
ζ
鵬
…
事
件
の
事
実
関
係
の
間
に
は
類
似
性
は
な
い
と
批
判
す

る
者
も
い
る
。
逆
に
、
巨
鍔
…
判
決
を
支
持
す
る
立
場
か
ら
は
、
類
似

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
〃
〕

性
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　
以
上
、
若
干
の
論
者
に
よ
る
判
決
の
評
価
を
み
て
き
た
が
、
判
決
に
全

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
蛆
〕

面
的
に
賛
成
す
る
も
の
は
一
名
の
み
で
あ
り
、
あ
と
は
、
判
決
に
対
し
て
、

何
ら
か
の
異
議
を
唱
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
特
に
、
判
決
の
総
論
部

分
に
対
す
る
反
論
が
目
立
つ
。

　
2
、
判
決
の
射
程

　
こ
こ
で
、
判
決
の
結
論
を
支
持
す
る
者
も
し
な
い
者
も
、
一
様
に
指
摘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
“
〕

し
て
い
る
こ
と
が
あ
る
の
に
注
意
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
ま
ず
、

週
間
番
組
表
は
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
や
イ
ギ
リ
ス
以
外
の
加
盟
国
で
は
著
作

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
柵
〕

物
と
し
て
保
護
さ
れ
な
い
場
合
が
多
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
委
員
会

や
第
一
審
裁
判
所
は
、
本
件
に
お
い
て
は
著
作
権
の
「
存
在
」
そ
の
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
柵
〕

を
疑
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
著
作
権
保
護
の
要
件
や
手
続
に
つ
き
加
盟
国
法
の
調
和
や
共
同
体
内
の
．

統
一
が
な
さ
れ
て
い
な
い
現
時
点
で
は
、
そ
の
決
定
は
各
加
盟
国
の
国
内

法
の
問
題
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
E
C
裁
判
所
の
判
例
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
〃
〕

現
に
B
B
C
判
決
で
第
一
審
裁
判
所
も
認
め
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

イ
ギ
リ
ス
お
よ
ぴ
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
国
内
法
が
週
間
番
組
表
に
著
作
権
を

与
え
た
こ
と
を
、
ζ
品
；
判
決
が
誤
り
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ

　
　
　
　
　
　
＾
岨
〕

る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
た
し
か
に
委
員
会
は
B
B
C
判
決
の
中
で
、
国
内
法
が
番
組
表
に
著
作

権
を
認
め
る
と
、
こ
れ
と
共
同
体
の
競
争
政
策
等
と
の
間
に
は
摩
擦
が
生

　
　
　
　
　
＾
佃
）

じ
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
摩
擦
を
解
消
す
る
に
は
、
知
的
財
産

権
の
「
固
有
の
目
的
」
の
範
囲
は
、
個
別
の
事
例
，
こ
と
に
特
定
す
る
の
が
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望
ま
し
く
、
共
同
体
法
の
秩
序
の
中
で
は
そ
の
範
囲
の
み
が
保
護
を
受
け

　
　
　
　
＾
5
0
〕

う
る
と
い
う
。
そ
し
て
竃
鍔
昌
事
件
の
場
合
、
番
組
表
は
事
実
情
報
に

す
ぎ
ず
そ
こ
に
著
作
権
は
存
在
し
な
い
は
ず
だ
か
ら
、
番
組
表
を
著
作
権

で
保
護
す
る
こ
と
は
、
権
利
者
の
独
占
確
保
の
意
図
に
よ
っ
て
し
か
説
明

で
き
ず
、
著
作
権
の
本
質
的
機
能
を
満
た
す
と
は
い
え
な
い
と
述
ぺ
て

　
＾
田
〕

い
る
。

　
筆
者
に
も
、
第
一
審
裁
判
所
は
こ
の
よ
う
な
委
員
会
の
見
解
を
支
持
し

て
委
員
会
勝
訴
の
判
決
を
な
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
B
B
C

判
決
の
中
で
第
一
審
裁
判
所
が
、
国
内
法
上
の
著
作
権
に
対
す
る
共
同
体

法
の
「
優
越
」
（
肩
す
彗
く
）
と
い
う
表
現
を
と
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意

＾
駆
x
開
〕

し
た
い
。

　
竃
鍔
…
判
決
が
導
い
た
強
制
ラ
イ
セ
ン
ス
と
い
う
結
論
の
妥
当
性
を

評
価
す
る
こ
と
は
、
現
時
点
の
筆
者
の
手
に
余
る
の
で
差
し
控
え
る
が
、

仮
に
妥
当
だ
と
し
て
も
、
以
上
の
よ
う
な
事
案
の
特
殊
性
に
鑑
み
れ
ぱ
判

決
の
射
程
は
狭
く
、
そ
の
先
例
的
価
値
は
か
な
り
制
約
さ
れ
た
も
の
と
な

る
だ
ろ
う
と
考
え
る
。
今
後
上
訴
蕃
に
お
い
て
E
C
裁
判
所
が
第
一
審
裁

判
所
判
決
を
支
持
し
た
と
し
て
も
同
様
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
一
定
の
条
件
を
満
た
す
コ
ン
ビ
ュ
ー
タ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
訓
〕

著
作
権
で
保
護
す
る
こ
と
は
、
一
九
九
一
年
五
月
一
四
日
の
理
事
会
指
令

一
条
一
項
に
よ
り
、
全
て
の
加
盟
国
に
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
い
い
か

え
れ
ぱ
、
週
間
番
組
リ
ス
ト
の
保
護
は
E
C
の
政
策
課
題
で
は
な
い
が
、

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
保
護
は
政
策
課
題
で
あ
る
。
従
っ
て
、

委
員
会
の
指
摘
に
か
か
わ
ら
ず
、
冬
品
…
判
決
が
コ
ン
ビ
ュ
ー
タ
・
ソ

フ
ト
ウ
ェ
ア
の
領
域
に
当
て
は
ま
る
の
は
、
同
指
令
一
条
二
項
に
照
ら
し

て
当
該
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
要
保
護
性
に
重
大
な
疑
問
が
あ
る
場
合
な
ど
の
、

限
ら
れ
た
場
合
の
み
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

四
　
む
す
び
に
か
え
て
－
日
本
法
へ
の
示
唆
1

　
冬
品
≡
判
決
は
、
事
案
に
よ
る
制
約
を
強
く
受
け
な
が
ら
、
日
本
法

に
も
一
定
の
示
唆
を
与
え
る
と
思
わ
れ
る
。
以
下
、
同
判
決
が
日
本
の
独

禁
法
解
釈
に
与
え
る
示
唆
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
、
こ
の
小
論
を
締
め
く

く
り
た
い
。

　
ζ
品
ヨ
事
件
で
は
、
E
E
C
条
約
三
六
条
が
、
日
本
の
独
禁
法
二
三

条
の
よ
う
な
、
知
的
財
産
権
と
競
争
法
の
関
係
を
規
律
す
る
一
般
原
則
の

役
割
を
与
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
ま
で
当
事
者
の
い
ず
れ
も
が
同
条
に
言

及
し
て
い
な
・
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
審
裁
判
所
は
「
国
内
法
上

の
知
的
財
産
権
と
共
同
体
法
の
一
般
原
則
と
の
関
係
は
条
約
三
六
条
の
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
朋
〕

文
に
よ
り
規
律
さ
れ
て
い
る
」
と
判
示
し
、
同
条
か
ら
導
か
れ
る
著
作
権

の
「
固
有
の
目
的
」
の
範
囲
を
問
題
と
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
点
に
つ
い

て
は
、
日
本
の
論
者
か
ら
も
「
八
六
条
違
反
に
つ
い
て
、
必
ず
し
も
固
有

の
目
的
の
論
理
と
関
連
づ
け
る
必
要
は
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
」
と
い
－

　
　
　
　
　
　
　
　
＾
硫
〕

う
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
比
較
研
究
に
あ
た
っ
て
は
、
市
場
統

合
の
目
的
を
重
視
し
あ
ら
ゆ
る
市
場
分
割
に
警
戒
的
で
あ
る
こ
と
な
ど
の
、

　
　
　
　
　
　
＾
冊
）

E
C
競
争
法
の
特
色
を
充
分
考
慮
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
こ

れ
ら
の
点
は
、
筆
者
に
と
っ
て
今
後
の
検
討
課
題
と
す
る
よ
り
他
な
い
。

従
っ
て
こ
こ
で
は
、
E
E
C
条
約
三
六
条
の
果
た
す
役
割
が
独
禁
法
二
三

条
に
類
似
す
る
と
仮
定
し
た
上
で
、
…
品
≡
事
件
の
判
示
事
項
の
う
ち
、

　
　
　
　
　
　
　
＾
朋
）

独
禁
法
二
三
条
の
解
釈
に
と
う
て
参
考
と
な
り
そ
う
な
点
を
指
摘
す
る
こ

と
と
す
る
。

　
…
晶
≡
事
件
に
お
け
る
三
社
の
行
為
は
、
原
則
と
し
て
著
作
権
の
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「
固
有
の
目
的
」
の
範
囲
内
で
は
あ
る
が
、
市
場
支
配
的
地
位
の
濫
用
と

し
て
E
E
C
条
約
八
六
条
違
反
に
問
わ
れ
る
行
為
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
こ

の
考
え
方
は
、
権
利
の
「
非
本
来
的
行
使
」
に
つ
い
て
は
直
接
独
禁
法
の

適
用
が
な
さ
れ
る
の
に
対
し
、
「
本
来
的
行
使
」
で
あ
っ
て
も
独
禁
法
に

違
反
す
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
権
利
の
濫
用
の
法
理
を
介
し
て
そ
の
判
断

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
肥
〕

が
な
さ
れ
る
と
い
う
、
独
禁
法
二
三
条
に
つ
い
て
の
学
説
と
似
た
と
こ
ろ

が
あ
る
。
そ
し
て
、
事
案
の
制
約
を
受
け
る
と
は
い
え
、
著
作
権
の
行
使

が
濫
用
と
さ
れ
る
場
合
の
具
体
例
と
し
て
、
（
一
）
自
己
の
主
た
る
事
業

分
野
に
お
け
る
独
占
を
そ
の
派
生
市
場
に
拡
大
し
、
派
生
市
場
に
お
け
る

競
争
者
の
事
業
活
動
を
困
難
に
す
る
こ
と
、
（
二
）
消
費
者
の
需
要
の
あ

る
新
製
品
の
出
現
を
妨
げ
る
こ
と
、
が
示
さ
れ
た
意
義
は
少
な
く
な
い
。

（
一
）
（
二
）
の
根
拠
と
し
て
ζ
轟
…
判
決
中
に
示
さ
れ
た
＜
o
～
o
事
件

の
基
準
も
、
具
体
例
を
提
供
す
る
。

　
ま
た
、
ζ
竈
…
判
決
が
、
三
社
の
行
為
は
週
間
番
組
表
の
出
版
に
関

す
る
排
他
権
を
守
る
た
め
に
著
作
権
を
用
い
た
も
の
で
あ
る
と
し
、
独
占

の
意
図
を
重
視
し
て
い
る
点
は
、
知
的
財
産
権
と
私
的
独
占
の
関
係
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
0
）

「
独
占
の
意
図
」
と
い
う
概
念
を
用
い
て
説
明
す
る
学
説
の
手
法
を
思
わ

せ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
同
判
決
で
示
さ
れ
た
著
作
権
の
「
本
質
的
機
能
」
に

つ
い
て
の
説
示
は
、
事
案
の
特
殊
性
を
離
れ
て
、
独
禁
法
二
三
条
を
め
ぐ

り
著
作
権
と
独
禁
法
の
関
係
を
考
え
る
た
め
の
参
考
と
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
で
あ
ろ
う
。

　
な
お
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
・
ラ
イ
セ
ン
ス
契
約
の
中
に
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
ア

イ
デ
ア
や
解
法
を
解
析
す
る
た
め
の
リ
パ
ー
ス
・
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
を

制
限
す
る
条
項
が
置
か
れ
た
場
合
、
著
作
権
法
上
は
適
法
と
い
う
他
な
い

が
、
独
禁
法
上
違
法
と
し
う
る
と
い
う
主
張
が
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
主

張
を
支
え
る
も
の
と
し
て
、
一
九
九
一
年
五
月
一
四
日
の
理
事
会
指
令
の

作
成
過
程
に
お
け
る
委
員
会
の
考
え
方
と
と
も
に
、
B
B
C
判
決
の
結
論

　
　
　
　
　
　
＾
刷
〕

が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
委
員
会
の
考
え
方
の
ほ
う
は
と
も
か
く
、

B
B
C
判
決
は
全
く
違
っ
た
特
殊
な
事
例
の
解
決
の
中
で
生
ま
れ
た
も
の

で
あ
り
、
そ
こ
に
競
争
璽
視
の
考
え
方
が
示
さ
れ
て
い
て
も
、
必
ず
し
も

リ
バ
ー
ス
・
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
問
題
の
解
決
の
参
考
に
な
る
と
は
い
え

な
い
で
あ
ろ
う
。

（
1
）
　
ほ
ぽ
同
内
容
の
三
つ
の
判
決
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
一
九
九
一

年
七
月
一
〇
日
E
C
第
一
審
裁
判
所
判
決
。
三
つ
の
裁
判
の
い
ず
れ

　
に
も
委
員
会
を
支
持
し
て
参
加
（
ヨ
訂
；
彗
o
）
し
た
会
社
ζ
農
…

↓
く
o
目
己
o
＝
三
片
＆
の
名
前
で
総
称
的
に
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
い
。

本
稿
で
ζ
品
…
判
決
と
い
う
の
も
、
こ
の
総
称
的
な
意
味
で
あ
る
。

　
O
o
ω
o
↓
1
①
㊤
＼
o
o
㊤
完
自
軋
ざ
ぎ
－
§
㎞
向
｛
ミ
S
ミ
昌
阜
O
o
§
討
吻
ざ
S
9
§
雨

　
肉
ミ
『
9
雨
8
S
O
o
§
§
冒
曽
ミ
膏
肪
　
［
－
㊤
㊤
こ
向
O
力
昌
1
｛
o
o
蜆
一
〇
軸
㎝
Φ
↓
1
↓
o
＼

　
o
o
o
ド
ぎ
b
ぎ
雲
ぎ
■
§
亀
き
竃
ま
ミ
的
O
o
も
o
§
酎
o
§
S
S
、
■
、
O
向
ミ
雨
下

b
ぎ
竃
㎞
ト
ぎ
ミ
』
睾
o
o
§
涼
色
o
曽
ミ
き
雨
肉
ミ
；
忘
§
o
o
§
§
§
㌣

　
饒
雨
吻
口
o
o
こ
向
O
カ
昌
－
蜆
ω
㎝
一
〇
〇
ω
①
↓
－
↓
①
＼
o
o
o
ぎ
、
S
雨
曽
』
雨
茗
｝
ぎ
ざ
－

　
S
包
o
曽
、
s
ミ
ざ
S
註
o
筥
｝
卜
｛
§
ミ
“
巨
睾
O
o
§
涼
包
o
ミ
呉
§
雨
b
S
§
や

　
目
S
O
o
§
§
S
曽
ミ
苛
餉
　
口
㊤
o
－
］
　
向
O
宛
■
－
蜆
べ
9

（
2
）
　
村
上
政
博
『
E
C
競
争
法
〔
E
U
競
争
法
〕
』
（
弘
文
掌
　
一
九

　
九
五
年
）
二
七
〇
頁
以
下
。
克
た
、
事
実
お
よ
び
判
旨
は
、
判
決
直

　
後
に
か
な
り
詳
細
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
根
岸
哲
「
テ
レ
ピ
番
組
リ

　
ス
ト
の
利
用
許
諾
拒
否
と
支
配
的
地
位
の
濫
用
I
E
C
独
禁
法
八
六
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条
と
国
内
著
作
権
の
行
使
」
公
正
取
引
五
〇
四
号
六
二
頁
。

（
3
）
　
［
ε
8
］
蜆
寒
毫
■
ζ
雷
o
．

（
4
）
b
b
O
§
、
－
宅
睾
§
§
“
O
ミ
ト
萱
口
竃
｛
］
句
o
o
宛
簿

（
5
）
　
O
o
昌
尉
色
o
昌
］
〕
①
q
色
o
自
o
o
ω
＼
N
0
蜆
＼
向
向
ρ
O
－
ε
o
o
o
－
↓
o
o
ミ
ω
．

（
6
）
　
根
岸
哲
「
E
E
C
独
禁
法
に
お
け
る
市
場
支
配
的
地
位
の
濫
用

　
規
制
の
展
開
」
神
戸
法
掌
雑
誌
三
〇
巻
一
号
五
〇
貫
。

（
7
）
　
O
與
ω
①
↓
1
↓
o
＼
o
o
g
Z
〇
一
①
　
（
－
）
　
凹
す
o
く
P
凹
片
o
凹
『
印
o
q
H
印
o
す
ω
杜
o
o
－

　
㎝
o
．
地
理
的
関
連
市
場
は
争
点
と
な
ら
な
か
っ
た
。

（
8
）
　
関
連
商
品
を
こ
の
よ
う
に
狭
く
認
定
す
る
こ
と
に
は
批
判
も
あ

　
る
。
－
．
ヨ
く
コ
貝
．
ぎ
冨
＝
①
o
巨
一
巴
O
『
0
b
①
二
｝
o
目
旦
＞
目
9
－
旨
冒
9
一
向
O

　
＞
甘
葦
巨
①
ω
．
一
口
篭
巴
N
向
弓
宛
s
ミ
§
値
§
§
－
雨
§
亀
§
－
ミ
雫

　
壱
完
§
膏
s
）
3
1

、
（
9
）
　
O
画
器
↓
－
ぎ
＼
o
o
9
亥
o
冨
（
－
）
o
σ
o
く
P
9
ω
巨
昌
昌
彗
｝
o
『

　
；
O
旨
O
O
q
O
冒
①
巨
Z
O
』
一
ω
一

（
1
0
）
　
E
E
C
条
約
二
条
お
よ
ぴ
三
条
の
条
文
は
以
下
の
と
お
り
で
あ

　
る
。

　
「
二
条
　
共
同
体
は
、
共
同
市
場
を
設
立
し
構
成
国
の
経
済
政
策
を

　
漸
進
的
に
接
近
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
共
同
体
全
域
に
わ
た
る
経

　
済
活
動
の
調
和
的
発
展
、
継
続
的
か
つ
均
衡
的
拡
大
、
安
定
性
の
増

　
進
、
生
活
水
準
の
加
速
度
的
向
上
な
ら
び
に
共
同
体
所
属
の
国
家
間

　
の
一
層
緊
密
な
関
係
を
促
進
す
る
こ
と
を
そ
の
任
務
と
す
る
。

　
三
条
　
前
条
に
掲
げ
た
目
的
の
た
め
に
、
共
同
体
の
活
動
は
、
こ
の

　
条
約
の
規
定
お
よ
び
条
約
中
に
定
め
ら
れ
た
予
定
に
従
い
、
次
の
各

　
号
を
含
む
も
の
と
す
る
。
－
（
f
）
共
同
市
場
内
の
競
争
が
歪
曲
さ

　
れ
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
制
度
の
創
設
。
」
中
村
民
雄
訳
、
ヴ
ァ
レ

　
ン
タ
イ
ン
・
コ
ー
ラ
ー
著
－
有
賀
美
智
子
監
訳
－
中
村
民
雄
訳
『
E

　
C
競
争
法
概
説
』
（
商
事
法
務
研
究
会
、
一
九
八
九
年
）
二
〇
六
頁
。

（
1
1
）
　
O
o
ω
o
↓
－
一
〇
＼
o
o
P
乞
〇
一
①
（
－
）
o
σ
o
く
①
一
與
一
〇
｝
H
o
①
q
『
o
o
＝
ω
①
♪

　
①
蜆
．

（
1
2
）
　
ド
U
窪
胃
昌
o
貝
．
Z
o
箒
8
冨
■
雫
F
L
o
旨
≡
L
o
竃
、
一

　
［
ε
竃
］
－
望
　
宛
冒
＞
　
（
完
§
§
　
ぎ
“
“
§
昌
ぎ
§
膏
　
、
s
　
b
；
ミ

　
、
s
ミ
§
『
）
M
8
．

（
㎜
）
　
＞
1
｝
H
印
目
o
O
戸
．
O
＝
H
O
コ
｝
O
巨
o
α
o
示
O
q
尿
－
印
9
0
目
而
↓
α
価
』
＝
ユ
閉
－

　
肩
邑
雪
畠
守
彗
8
デ
夢
手
o
肩
志
試
巨
忘
冨
マ
o
g
彗
↓
尿
↓
5
罵
．
一

　
口
o
0
N
］
　
刃
↓
U
O
O
－
自
ω
一
M
琴

（
1
4
）
　
O
o
ω
o
↓
－
↓
o
＼
o
o
〇
一
Z
o
↑
而
（
－
）
凹
σ
o
く
9
饅
一
〇
凹
『
画
的
H
饅
o
ブ
ω
蜆
．

（
1
5
）
　
↓
．
ρ
く
旦
P
．
ζ
嵩
≡
二
↓
己
昌
肩
9
o
目
旨
①
－
邑
昌
昌
與
巨
旨

　
↓
8
す
昌
一
〇
〇
q
｝
－
巨
易
↓
～
．
一
口
o
竃
］
＝
向
弓
刃
ω
竃
1

（
1
6
）
　
ρ
U
昌
耳
9
｛
昌
一
．
－
向
ω
○
カ
Ω
＞
；
ω
窒
向
ω
∪
向
↓
内
－
向
≦
－

　
ω
－
O
Z
＞
｝
d
ω
内
2
↓
．
－
ピ
ω
U
向
－
向
⊂
宛
勺
O
臼
↓
－
O
Z
U
O
ζ
－
Z
■

　
＞
Z
↓
向
U
＞
Z
ω
－
．
向
×
巾
－
O
－
↓
＞
↓
－
0
2
U
．
－
Z
向
O
カ
一
≦
＞
↓
－
O
Z
ω

　
勺
宛
O
↓
向
O
向
向
ω
～
d
目
①
富
目
－
ω
o
o
目
o
雪
』
ω
o
α
o
5
申
o
目
o
巨
o
目
耐
ω
■

　
眈
①
目
饒
①
＝
o
O
■
α
H
O
篶
O
、
與
E
片
血
仁
H
．
一
口
o
㊤
占
　
M
0
0
U
向
（
0
8
ぎ
ざ
毒
巨
軸

b
§
ミ
b
ミ
§
“
§
）
雷
蜆
声
一
∪
鶉
目
『
昌
o
鼻
之
o
言
（
s
）
き
o
く
p

　
竺
旨
ド

（
1
7
）
　
享
彗
o
昌
一
之
o
苛
（
5
）
き
o
く
〇
一
黒
彗
蜆
、
同
趣
旨
の
批
判
を

　
B
B
C
自
身
が
委
員
会
に
対
し
て
行
な
っ
て
い
る
こ
と
が
、
B
B
C

判
決
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。
O
窒
o
↓
－
ぎ
＼
o
．
P
Z
O
苛
（
－
）
凹
σ
O
く
P

　
g
召
『
畠
『
昌
臣
昌
一
昌
．

（
1
8
）
　
O
窃
膏
目
9
戸
Z
o
冨
（
冒
）
き
o
く
9
呉
N
㎝
o
。
．
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（
1
9
）
　
U
o
巨
『
9
碧
旨
戸
Z
o
冨
（
5
）
等
o
き
も
；
ω
9

（
2
0
）
　
　
－
）
O
ω
＝
H
－
目
O
目
戸
Z
〇
一
蜆
　
（
－
M
）
凹
σ
O
く
P
〇
一
N
①
O
声

（
2
1
）
§
§
9
曽
岨
R
な
お
、
こ
れ
ら
の
批
判
者
は
、
「
固
有
の
目

的
」
と
「
本
質
的
機
能
」
と
を
、
同
じ
概
念
と
し
て
と
ら
え
て
い
る

　
よ
う
で
あ
る
。

（
2
2
）
　
＜
亘
P
Z
o
8
（
冨
）
き
o
き
も
一
ω
睾

（
2
3
）
　
村
上
政
博
訳
。
村
上
前
掲
註
（
2
）
二
一
〇
八
頁
。

（
2
4
）
　
同
書
一
七
三
頁
。
他
に
コ
ー
ラ
⊥
削
掲
誌
（
1
0
）
・
一
一
四
頁
、

松
下
満
雄
編
『
E
C
経
済
法
－
E
C
内
企
業
活
動
の
法
規
制
－
」

　
（
有
斐
閣
、
一
九
九
三
年
）
一
一
〇
頁
〔
本
間
忠
良
執
筆
部
分
〕
参

　
照
。

（
2
5
）

（
2
6
）

（
2
7
）

（
2
8
）

（
2
9
）

（
3
0
）

（
3
1
）

（
3
2
）

＜
ぎ
－
p
z
o
符
（
5
）
き
o
毒
る
仲
竈
o
o
1

§
這
．

村
上
政
博
訳
。
村
上
前
掲
註
（
～
）
・
二
〇
八
頁
。

＜
一
昌
ρ
z
o
帝
（
冨
）
き
o
毒
も
一
ω
竃
R

コ
ー
ラ
⊥
則
掲
註
（
1
0
）
・
一
一
四
頁
以
下
。

く
－
昌
p
z
o
詩
（
－
蜆
）
凹
σ
o
く
p
由
け
ω
㊤
ρ

、
｝
｛
斗
　
団
片
ト
O
O
串
■

○
凹
吻
0
　
M
ω
o
o
＼
o
o
↓
　
』
b
　
§
ざ
o
　
睾
　
向
ぎ
㌃
　
さ
曽
的

（
s
（
）
ト
ミ

　
［
－
㊤
o
o
o
o
］
向
O
勾
①
N
＝
．

（
3
3
）
　
ヨ
着
戸
Z
o
8
（
o
o
）
き
o
毒
も
↓
声

（
脳
）
　
い
わ
ゆ
る
先
行
判
決
（
召
o
＝
邑
彗
｝
；
＝
鳥
）
で
あ
る
。

（
脆
）
　
O
団
閉
o
N
ω
o
o
＼
o
〇
一
Z
o
8
（
ω
M
）
　
凹
一
U
o
く
P
凹
一
－
一
」
α
O
q
o
目
一
〇
目
け
O
o
H
中

　
○
胃
『
名
＝
o
。
．

（
3
6
）
　
き
ミ
印
こ
巨
血
胃
①
昌
彗
一
寝
轟
o
q
；
昌
o
．

（
3
7
）
　
§
ミ
o
こ
巨
零
ヨ
彗
一
〇
胃
鍔
『
凹
昌
；

（
珊
）
　
O
｝
ω
①
↓
－
一
〇
＼
o
o
P
Z
〇
一
〇
（
－
）
O
す
O
く
ρ
団
↓
O
O
『
印
O
q
『
印
O
＝
Φ
－
．

（
3
9
）
§
ミ
呉
o
胃
品
轟
昌
2
1

（
4
0
）
　
～
彗
o
昌
一
Z
o
8
（
冨
）
き
o
く
〇
一
四
；
ま
．

（
4
1
）
　
＝
着
P
Z
o
8
（
o
）
き
o
さ
－
片
轟
亭

（
4
2
）
　
く
」
三
9
之
o
8
（
冨
）
凹
σ
o
く
P
凹
F
杜
o
9

（
4
3
）
　
＜
」
旦
P
老
o
冨
（
旨
）
與
σ
o
く
①
は
、
亭
o
向
一
旨
o
o
①
印
冒
O
o
昌
冒
㍗

　
8
二
〇
二
葦
彗
o
潟
轟
巨
o
ω
く
帥
訂
目
と
い
う
団
体
が
、
R
T
E
お
よ

　
ぴ
1
T
P
に
よ
る
上
訴
に
、
委
員
会
を
支
持
す
る
立
場
で
参
加
（
芋

　
冨
；
竃
①
）
す
る
に
あ
た
っ
て
提
出
し
た
願
書
（
署
g
一
s
巨
昌
）
の

　
大
要
と
一
致
す
る
。
な
お
、
；
耐
－
旦
o
＝
o
g
；
一
串
o
潟
H
ζ

　
○
ミ
ヨ
胃
己
昌
。
と
い
う
団
体
が
、
第
一
蕃
判
決
の
変
更
を
求
め
て
す

　
で
に
参
加
し
て
い
た
と
い
う
。
§
ミ
算
竈
ド

（
4
4
）
　
ヨ
着
P
Z
o
箒
（
o
。
）
き
o
く
P
凹
け
畠
一
≦
旦
P
Z
o
8
（
冨
）

　
き
o
毒
一
g
き
二
〇
〇
巨
『
色
①
o
昌
戸
z
o
訂
（
；
）
き
o
く
9
呉

　
窪
ω
R
一
～
彗
o
昌
一
z
o
冨
（
轟
）
き
o
く
9
算
ω
s
一
〇
窃
昌
昌
昌
↓
一

　
z
o
F
①
（
冒
）
き
o
毒
も
；
竃
芦

（
4
5
）
　
≦
邑
P
乞
o
8
（
冨
）
凹
一
〕
o
く
価
一
算
ε
－
．
な
お
、
イ
ギ
リ
ス
で

　
は
ζ
詰
；
事
件
委
員
会
決
定
を
受
け
て
一
九
九
〇
年
に
放
送
法
の

　
改
正
（
；
①
彗
害
巨
彗
一
〇
；
幕
零
o
與
匝
8
竺
目
o
q
＞
〇
二
㊤
g
）
が

　
行
な
わ
れ
、
放
送
局
は
相
当
の
ロ
イ
ヤ
リ
テ
ィ
ー
と
引
き
換
え
に
、

　
あ
ら
ゆ
る
第
三
者
に
番
組
表
の
出
版
を
許
諾
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い

　
こ
と
と
な
っ
た
。
番
組
表
の
著
作
権
の
点
は
そ
の
ま
ま
に
、
立
法
的

　
解
決
を
図
ウ
た
も
の
で
あ
る
。

（
4
6
）
　
ヨ
着
P
之
o
討
（
o
o
）
き
o
毒
一
凹
↓
串
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（
〃
）
　
O
與
ω
o
↓
1
一
〇
＼
o
o
P
Z
O
片
冊
　
（
－
）
O
σ
O
く
P
〇
一
〇
印
『
国
胴
『
O
O
＝
蜆
印

（
4
8
）
　
ヨ
｝
目
P
之
o
8
（
o
o
）
団
σ
o
き
も
↓
農
1

（
㎎
）
　
O
與
ω
o
↓
1
一
〇
＼
o
o
P
Z
〇
一
〇
　
（
－
）
軸
一
U
O
く
9
0
一
〇
〇
H
O
晒
『
｝
O
＝
N
一
－

（
5
0
）
　
き
ミ
竺
o
胃
品
冨
昌
墨
1

（
5
1
）
§
ミ
呉
君
冨
零
亀
茅
ω
P
ω
－
．

（
5
2
）
　
§
ミ
呉
葛
墨
o
q
冨
昌
蜆
o
o
1

（
5
3
）
　
な
お
、
ζ
品
…
判
決
に
い
う
「
固
有
の
目
的
」
と
「
本
質
的

　
機
能
」
と
を
、
別
個
の
意
味
に
解
す
る
余
地
も
あ
る
と
恩
わ
れ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
第
一
審
裁
判
所
は
、
従
来
E
C
裁
判
所
判
例
で
排
他
権

　
の
行
使
を
含
む
と
さ
れ
て
き
た
「
固
有
の
目
的
」
概
念
に
は
あ
え
て

　
手
を
付
け
ず
、
竃
品
≡
事
件
の
特
殊
な
事
案
に
適
合
す
る
よ
う
に

　
「
本
質
的
機
能
」
の
概
念
を
導
い
た
の
だ
と
解
さ
れ
う
る
。

（
5
4
）
　
O
o
目
目
o
二
U
マ
o
o
ご
く
何
o
－
＼
N
蜆
o
＼
向
向
〇
一
〇
』
冨
o
－
－
－
M
N
＼
ト
ド

（
肪
）
　
O
凹
ω
o
↓
－
↓
o
＼
o
o
㊤
一
2
0
↓
o
（
－
）
凹
σ
O
く
P
芭
↓
O
印
『
O
的
『
団
O
す
蜆
ム
．

（
5
6
）
　
村
上
前
掲
註
（
2
）
二
一
七
九
頁
註
（
3
1
）
。

（
5
7
）
　
同
書
ニ
ハ
九
頁
以
下
。

（
5
8
）
　
学
説
の
諸
相
に
つ
い
て
は
田
中
・
菊
地
・
久
保
・
福
岡
・
坂
本

編
『
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
　
独
占
禁
止
法
』
（
勤
草
書
房
、
一
九
八
一

年
）
八
七
二
頁
以
下
、
今
村
・
丹
宗
・
実
方
・
厚
谷
編
『
注
解
　
経

　
済
法
〔
上
巻
〕
』
（
青
林
書
院
、
一
九
八
五
年
）
四
九
五
頁
以
下
、
稗

　
貫
俊
文
『
知
的
財
産
権
と
独
占
禁
止
法
』
（
有
斐
閣
、
一
九
九
四
隼
）

　
一
頁
以
下
。

（
5
9
）
今
村
他
編
前
掲
書
四
九
八
頁
〔
紋
谷
暢
男
執
筆
部
分
〕
。

（
6
0
）
　
稗
貫
前
掲
誌
（
5
8
）
・
九
三
頁
。

（
6
1
）
　
山
中
伸
一
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
リ
バ
ー
ス
・
エ

　
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
に
つ
い
て
（
上
）
」
『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
一
〇
一
九
号

　
一
〇
六
頁
以
下
、
特
に
一
〇
七
頁
註
（
2
3
）
。

［
追
記
］

本
研
究
ノ
ー
ト
脱
稿
後
、
本
件
上
訴
に
対
す
る
E
C
裁
判
所
判
決

　
（
』
＝
α
O
q
ヨ
o
＝
一
〇
申
一
＝
o
O
O
巨
ユ
①
＞
O
『
＝
－
o
o
㎝
－
＝
－
9
コ
o
O
O
団
ω
①
ω

　
O
－
N
ト
ー
＼
㊤
－
勺
與
目
O
O
－
～
杜
N
＼
㊤
－
勺
一
刃
↓
向
凹
目
匝
－
↓
巾
く
ー
O
o
昌
示
一

色
昌
）
に
接
し
た
。
同
判
決
は
上
訴
を
退
け
て
お
り
、
第
一
蕃
裁
判

所
判
決
お
よ
び
委
員
会
決
定
を
支
持
し
て
、
R
T
E
お
よ
ぴ
I
T
P

　
の
行
為
が
E
E
C
条
約
八
六
条
の
意
味
に
お
け
る
支
配
的
地
位
の
濫

用
に
あ
た
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
同
判
決
に
つ
い
て
は
、
後
日
改

　
め
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
と
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橋
大
学
大
学
院
博
士
課
程
）
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